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平成30年6月27日／さいたま地方裁判所／平成28年（ワ）第1218号 

 

原告 Ｘ 

 

被告 Ｙ株式会社 

同代表者代表取締役 Ａ 

 

主文 

１ 原告の主位的請求を棄却する。 

２ 被告は、原告に対し、３０６万５１１６円及びこれに対する平成２８年１月３０日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 原告のその余の予備的請求を棄却する。 

４ 訴訟費用はこれを６分し、その１を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 

５ この判決は、２項に限り、仮に執行することができる。  

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 １ 主位的請求 

  被告は、原告に対し、２０００万円及びこれに対する平成２８年１月３０日から支払済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 予備的請求 

  被告は、原告に対し、１９７６万７６１６円及びこれに対する平成２８年１月３０日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

  本件は、要介護状態にあった原告の夫亡Ｂ（以下「亡Ｂ」という。死亡時６４歳）が、

被告の設置する短期入所施設における短期入所生活介護の利用中、転倒して右大腿骨頸部を

骨折した事故について、原告が、亡Ｂの被告に対する損害賠償請求権を承継したなどとし

て、被告に対し、短期入所生活介護利用契約の債務不履行（安全配慮義務違反）による損害

賠償請求権に基づき、主位的に、上記事故の結果亡Ｂが死亡し、５７４０万０７７９円の損

害が発生したと主張して、その一部である２０００万円及びこれに対する平成２８年１月３

０日（損害賠償を求める通知が被告に到達した日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５

分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、仮に上記事故と亡Ｂの死亡との間に相

当因果関係が認められないとしても、上記事故の結果亡Ｂが重篤な障害を負い、１９７６万

７６１６円の損害が発生したと主張して、同額及び上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ

求める事案である。 

コメントの追加 [原口1]: 原告（利用者側）は利用者の

妻です。 

コメントの追加 [原口2]: 被告（事業者側）は株式会社

です。 

コメントの追加 [原口3]: 結論のパートです。 

コメントの追加 [原口4]: 原告（利用者側）の請求が一

部のみ認められています。 

コメントの追加 [原口5]: 事案のまとめのパートです。 

コメントの追加 [原口6]: ショートステイの事案です。 

コメントの追加 [原口7]: 1人で口腔ケア（うがい）をし

ていた最中に転倒し、その後、死亡した事案です。 
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 １ 前提事実（当事者間に争いがない事実並びに掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容

易に認定することができる事実） 

  （１） 当事者等 

  ア 亡Ｂ及び原告 

  亡Ｂは、昭和２５年（以下略）生まれの男性であり、昭和５８年（以下略）、原告と婚姻

した。亡Ｂには、原告との間にＣ及びＤの二人の子がいる。（甲１の１） 

  イ 被告 

  被告は、通所介護事業等を目的とする株式会社であり、肩書地において、指定短期入所

生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所である「Ｙ」（以下「本件施設」という。）を設

置している。本件施設の短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護（ショートステ

イ）の利用定員は２０名であり、事業所長（管理者）１名、介護職員９名、生活相談員２

名、看護職員２名、機能訓練指導員２名、医師１名が配置されており、２０室ある個室（１

人部屋）には、それぞれトイレ及び洗面所が備え付けられていた。（甲２、５、７） 

  （２） 亡Ｂの脳内出血及びその後遺症 

  亡Ｂは、加工会社に勤めていたが、平成２０年１１月２３日、脳内出血により右完全片

麻痺が出現し、平成２１年１月１５日から同年６月９日までの間、医療法人Ｅ会Ｆ病院（以

下「Ｆ病院」という。）に入院し、同年５月２０日頃、右上肢の機能全廃及び右下肢の著しい

障害（１ｋｍ以上の歩行不能、３０分以上の起立位不可）の後遺障害が固定した。同人は、

同年７月１６日、身体障害者等級２級の身体障害者手帳の交付を受け、その頃、会社を退職

した。亡Ｂは、平成２１年４月に要介護３と認定され、平成２６年５月当時も要介護３とさ

れていた。（甲３、１４、２２） 

  （３） 本件施設の利用等 

  亡Ｂは、平成２１年６月にＦ病院を退院した後、肩書地所在の自宅において原告及び子

らと同居しつつ、通所リハビリテーションと短期入所生活介護を利用することになり、平成

２１年６月頃、被告との間で、短期入所生活介護利用契約を締結し（以下「本件利用契約」

という。）、以後、概ね月１回、本件施設における１泊２日のショートステイを利用してい

た。本件施設への送迎の多くは原告ら家族が行っていた。（甲４、７０） 

  （４） 転倒事故の発生 

  亡Ｂは、平成２６年５月３１日、本件施設でのショートステイを利用し、午後０時頃に

食堂で昼食をとった後、被告の職員から口腔ケアを行うよう声を掛けられ、午後０時３０分

から午後０時４０分頃、同じ階に割り当てられた個室（以下「本件個室」という。）に一人で

戻った。同日午後０時５０分頃、本件個室でドンという音がしたので職員が駆け付けたとこ

ろ、亡Ｂが左手にコップを持ったまま、洗面所から上半身を乗り出すように右側臥位で転倒

していた。亡Ｂは口内に水を含み、洗面所の床も水で濡れており、亡Ｂは、一人で口腔ケア

（うがい）をしていた最中に転倒したものと認められた（以下「本件事故」という。）。（甲１

コメントの追加 [原口8]: 事実確認のパートです。 

コメントの追加 [原口9]: 時系列です。 

 

H20.11.23 脳出血により右片麻痺。 

H21.6   施設利用開始。 

H26.5.31  転倒。 

H26.6.1   入院。 

H26.10.3  退院。 

H26.10.20 誤嚥性肺炎。 

     寝たきり。 

H26.12.18 誤嚥性肺炎により死亡。 

コメントの追加 [原口10]: 事故態様です。 

 

1人で口腔ケア（うがい）をしていた最中に転倒しまし

た。 
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６の１、乙１） 

  （５） Ｆ病院の退院までの経緯 

  亡Ｂは、本件事故により右大腿骨頸部骨折の傷害を負い、平成２６年６月１日Ｇ病院に

入院し、同月４日人工骨頭置換術（以下「本件手術」という。）を受けた。同人は、同年７月

８日、Ｆ病院の回復期リハビリテーション病棟に転入院した。回復期リハビリテーション病

棟の入院期間については、厚生労働省が疾患ごとに上限を定めており、同年１０月３日、所

定の入院期間である９０日が経過したため、亡ＢはＦ病院を退院して自宅に戻った。（甲１

７、４９、５８） 

  （６） 誤嚥から死亡までの経緯 

  亡Ｂは、平成２６年１０月２０日、本件施設とは別の施設でショートステイを利用中、

むせこんだ後血中酸素飽和度が低下し、医療法人Ｈ会Ｈ総合病院（以下「Ｈ総合病院」とい

う。）に救急搬送され、誤嚥性肺炎と診断され入院した。亡Ｂは、同年１１月１９日、両側上

下肢機能全廃との診断を受け、翌２０日、中枢神経系等の障害により全く寝たきりで、脊柱

障害により自動運動不可であり、これら障害の症状固定日を同年１０月２０日とする障害診

断を受け、同年１１月２７日身体障害者等級１級の身体障害者手帳の交付を受けた。（甲２

１、２３、５２）。 

  亡Ｂは、Ｈ総合病院に入院中である同年１２月１８日、誤嚥性肺炎を直接死因として、

６４歳で死亡した。死亡診断書において、誤嚥性肺炎の原因は、脳内出血の後遺症であると

診断されていた。（甲２５） 

  （７） 被告に対する損害賠償請求の通知 

  原告は、平成２８年１月２８日、被告に対し、本件事故について、債務不履行に基づく

損害賠償として４１２８万円の支払を求めることを内容とする内容証明郵便を差し出し、翌

２９日、被告に到達した。（争いがない） 

  （８） 子らの相続分の無償譲渡 

  亡Ｂの法定相続人は原告、Ｃ及びＤであり、原告は、平成２８年５月１５日、Ｃ及びＤ

から、両名が相続した亡Ｂの被告に対する損害賠償請求権の譲渡を受けた。（甲１の２～５、

甲３２、３３） 

 ２ 主たる争点 

  （１） 被告の安全配慮義務違反の有無 

  （２） 本件事故と亡Ｂの死亡との相当因果関係の有無（主位的請求） 

  （３） 本件事故による亡Ｂの後遺障害の有無及び程度（予備的請求） 

  （４） 損害額 

 ３ 主たる争点に関する当事者の主張 

  （１） 争点１ 被告の安全配慮義務違反の有無 

  （原告の主張） 

コメントの追加 [原口11]: 転倒と死亡との因果関係を否

定する事情です。 

コメントの追加 [原口12]: 当事者の主張のパートです。

ここは読み飛ばしても大丈夫です。 
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  被告は、本件利用契約に基づき、亡Ｂに短期入所生活介護を提供するに当たり、亡Ｂの

生命、身体の安全に配慮する義務を負っていた。 

  亡Ｂは、本件事故当時、脳内出血の後遺症である右上下肢機能障害のため転倒する危険

が高く、被告は、亡Ｂの上記障害を知っていた。さらに、亡Ｂは実際に自宅で度々転倒し、

被告は、原告から自宅での転倒が増えており注意してほしいと伝えられていた。そして、本

件施設では、ショートステイ利用者に食後の口腔ケアを行わせていたところ、亡Ｂに一人で

口腔ケアをさせるときは、左手にコップ等を持って左手で体を支えることができないのであ

るから、転倒する危険が高まることは明らかである。したがって、被告にとって、本件事故

は十分に予見可能である。 

  そうである以上、被告は、亡Ｂが口腔ケアを行う際、被告従業員が亡Ｂに付き添い、そ

の体を支えたり、見守ったりし、又は洗面所内に椅子等を設置するなどして、亡Ｂの転倒を

防止する措置を講じる義務を負っていたというべきである。にもかかわらず、被告は、いず

れの措置も講じなかったのであるから、被告には安全配慮義務違反が認められる。 

  （被告の主張） 

  亡Ｂは、本件施設を利用していた際、排泄と食事は自立、更衣もほぼ自立し、移動も、

立ち上がりは自立し、杖を使用すれば自立歩行が可能であった。被告の職員は、確かに原告

から自宅で転倒が増えている旨を伝えられていたが、杖を使用しない時の転倒であり、本件

施設内では杖を使用し、転倒もなかった。また、亡Ｂは、本件施設内で、毎食後居室におい

て一人で口腔ケアを行うことができていた。亡Ｂの判断能力に問題はなかったのであるか

ら、口腔ケアの際に転倒の危険があるならば、亡Ｂが自ら付添いや椅子の設置等を求めるは

ずであるが、亡Ｂからも家族からもそのような要望はなかった。 

  以上によれば、被告には本件事故についての具体的予見可能性がなく、したがって口腔

ケアに付き添うなどして転倒を防止すべき注意義務はない。 

  （２） 争点２ 本件事故と亡Ｂの死亡との相当因果関係の有無（主位的請求） 

  （原告の主張） 

  亡Ｂは、本件事故前は、介助や見守りを受ければ日常生活動作（ＡＤＬ）ができ、認知

機能に大きな問題はなく、テレビを見、新聞を読んで過ごしていたのに、本件事故で右大腿

骨頸部骨折を負って長期間の入院・臥床を余儀なくされ、環境の変化及び身体的・精神的ス

トレスから身体機能及び認知機能が低下し、更に全身状態の悪化、ＡＤＬ、認知機能及び嚥

下機能の低下が進行し、遂には誤嚥性肺炎を発症し、死亡に至ったものである。したがっ

て、本件事故と亡Ｂの死亡との間に相当因果関係を認めるべきである。 

  （被告の主張） 

  亡Ｂの直接死因である誤嚥性肺炎の原因が既往症である脳内出血の後遺症であること

は、死亡診断書の記載から明らかである。亡Ｂの右大腿骨頸部骨折については、平成２６年

６月４日本件手術が行われ、Ｆ病院でリハビリテーション（以下「リハビリ」ということが
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ある。）を受け、同年１０月３日に退院して自宅に戻り、他施設でショートステイやデイケア

の利用を再開していたのであって、術後の経過は良好である。亡Ｂについては、リハビリ中

にＡＤＬ及び認知機能の低下が進行性に認められたが、Ｆ病院の医師は、その原因としてア

ルツハイマー型認知症を疑っているのであって、右大腿骨頸部骨折による結果には当たらな

い。したがって、本件事故と亡Ｂの死亡との間に相当因果関係は認められない。 

  （３） 争点３ 本件事故による亡Ｂの後遺障害の有無及び程度（予備的請求） 

  （原告の主張） 

  亡Ｂは、本件事故前から脳内出血により右上下肢機能障害の後遺障害を負っており、そ

の程度は自動車損害賠償保障法施行令別表第１（以下「別表第１」という。）の第２級の１

（神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの）に該当する程度で

あったが、本件事故後、身体機能及び認知機能の低下が進行し、平成２６年１０月６日頃に

は、食事、入浴、排泄及び更衣等の生活全般について常に介護を必要とする寝たきり状態と

なり、遅くとも同月２０日に固定した。上記後遺障害は、別表第１の第１級の１（神経系統

の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの）に該当する。したがって、亡

Ｂが重篤な後遺障害を負ったことについて、慰謝料の賠償を認めるべきである。 

  （被告の主張） 

  亡Ｂが本件事故前から脳内出血により右上下肢機能障害を負っていたことは認め、その

程度が別表第１の第２級の１に該当することは知らない。 

  また、亡Ｂが本件事故により右大腿骨頸部骨折の傷害を負ったことは認めるが、本件事

故が原因となって寝たきり状態になったこと、本件事故による後遺障害の程度が別表第１の

第１級の１に該当することは、否認する。 

  亡Ｂは、リハビリ治療中にＡＤＬ及び認知機能の低下が進行性に認められたが、その原

因はアルツハイマー型認知症が疑われていた。本件手術の術後の経過は良好であり、本件事

故による亡Ｂの障害の程度は、本件事故前の程度を超えない。したがって、本件事故により

亡Ｂが重篤な後遺障害を負ったものとは認められない。 

  （４） 争点４ 損害額 

  （原告の主張） 

  ア 主位的請求 

  本件事故を原因として亡Ｂが死亡したことにより、亡Ｂ及び原告は、以下のとおり、合

計５７４０万０７７９円の損害を被った（一部請求としてうち２０００万円を請求する。）。 

  （ア） 亡Ｂの損害 

  ａ 治療関係費 １７万４３７２円 

  亡Ｂは、右大腿骨頸部骨折の治療のため、平成２６年６月１日から同年７月８日までＧ

病院に、同日から同年１０月３日までＦ病院にそれぞれ入院し、誤嚥性肺炎の治療のため、

同月２０日から同年１２月１８日までＨ総合病院に入院したところ（合計１８４日間）、各病
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院に支払った治療関係費は、合計１７万４３７２円である。 

  ｂ 入院付添費 １１９万６０００円（日額６５００円×１８４日） 

  原告は、亡Ｂが脳内出血で入院した際、医師から「見舞いが多いと回復が早い。」と聞い

たため、亡Ｂが上記各病院に入院していた１８４日間、毎日同人を見舞い、できるだけ昼食

前から１時間以上病室に滞在して食事や服薬の介助をし、汚れた衣類を自宅に持ち帰って洗

濯した。また、亡ＢがＦ病院に入院していた間は、原告は、毎月リハビリについての説明を

受け、月に数回リハビリ治療に同席し、更に亡Ｂが病室内で自主的に行うリハビリを手伝っ

た。したがって、上記１８４日間につき日額６５００円の入院付添費を認めるべきである。 

  ｃ 入院雑費 ２７万６０００円（１８４日分） 

  ｄ 葬儀関係費用 １５０万円 

  ｅ 入通院慰謝料 ２６６万円 

  ｆ 逸失利益 ２１３９万４４０７円 

  亡Ｂは、死亡時、１年間当たり、障害基礎厚生年金２１３万８３００円、厚生年金基金

３０万３６００円及び企業年金４１万９３４０円の合計２８６万１２４０円を受給してい

た。本件事故がなければ平均余命２０年間にわたり受給を得られたはずであり、生活費控除

率は４割が相当であるから、亡Ｂの逸失利益は２１３９万４４０７円である（２８６万１２

４０円×（１－０．４）×１２．４６２２）。 

  ｇ 死亡慰謝料 ２５００万円 

  ｈ 小計 ５２２０万０７７９円 

  （イ） 原告固有の損害 

  弁護士費用 ５２０万円 

  （ウ） 合計 ５７４０万０７７９円 

  イ 予備的請求 

  仮に亡Ｂの死亡との間に相当因果関係が認められないとしても、亡Ｂ及び原告は、本件

事故により以下の損害を被った。 

  （ア） 亡Ｂの損害 

  ａ 治療関係費 １２万２６１６円 

  亡Ｂは、右大腿骨頸部骨折の治療のため、平成２６年６月１日から同年７月８日までＧ

病院に、同日から同年１０月３日までＦ病院にそれぞれ入院したところ（合計１２５日間）、

各病院に支払った治療関係費は合計１２万２６１６円である。 

  ｂ 入院付添費 ８１万２５００円（日額６５００円×１２５日） 

  ｃ 入院雑費 １６万２５００円（１２５日分） 

  ｄ 入通院慰謝料 １８７万円 

  ｅ 後遺障害慰謝料 １０００万円 

  争点３のとおり、亡Ｂは、従前は別表第１の第２級の１に該当する程度の障害にとどま
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っていたところを、本件事故の結果、別表第１の第１級の１に該当する障害を後遺した。こ

れに伴う慰謝料は１０００万円が相当である。 

  ｆ 小計 １２９６万７６１６円 

  （イ） 原告固有の損害 

  ａ 原告の慰謝料 ５００万円 

  亡Ｂが、本件事故により寝たきり状態になったことで、原告は、亡Ｂの死亡に比肩する

ほどの精神的苦痛を受けた。 

  ｂ 弁護士費用 １８０万円 

  （ウ） 合計 １９７６万７６１６円 

  （被告の主張） 

  治療関係費、入院雑費については知らない。その余は否認ないし争う。 

 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 前提事実、証拠（甲３ないし２５、３５ないし６３、７０、７１、乙１、２（特に断

らないとき、書証番号は全枝番を含むものとする。また、重複する書証の掲記は省略するこ

とがある。）、原告本人）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

  （１） 本件利用契約の内容等 

  ア 本件利用契約には、以下の定めがある（甲４）。 

  （ア） 第１条（契約の目的） 

  １ 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限

り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、

その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第４条及び第

５条に定める短期入所生活介護サービスを提供します。 

  ２ 事業者が契約者に対して実施する短期入所生活介護サービスの内容、利用期間、費

用等の事項（以下「短期入所生活介護計画」という。）は、別紙『サービス利用書』に定める

とおりとします。 

  （イ） 第３条（短期入所生活介護計画の決定・変更） 

  １ 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されている場合に

は、それに沿って契約者の短期入所生活介護計画を作成するものとします。 

  ２ 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、短期入所

生活介護計画の作成を行います。（以下略） 

  ３ 略 

  ４ 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及び

その家族等の要請に応じて、短期入所生活介護計画について変更の必要があるかどうかを調

査し、その結果、短期入所生活介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者

コメントの追加 [原口13]: 裁判所の判断のパートです。 

コメントの追加 [原口14]: まず事実確認のパートです。 

コメントの追加 [原口15]: 利用契約書が証拠とされてい

ます。 
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及びその家族等と協議して、短期入所生活介護計画を変更するものとします。 

  （ウ） 第４条（介護保険給付対象サービス） 

  事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して、入

浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。 

  （エ） 第１０条（事業者及びサービス従事者の義務） 

  １ 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、

財産の安全・確保に配慮するものとします。 

  ２ 以下略 

  イ 被告が作成し、亡Ｂに交付した「ショートステイご利用案内」と題する文書には、

「整容・着替え・施設内移動中の付き添いなど、身体状況に応じてお手伝いさせていただき

ます。」との記載がある（甲６）。 

  （２） 亡Ｂのショートステイ介護計画 

  ア 被告は、亡Ｂが本件施設でのショートステイの利用を開始するに当たり、平成２１

年６月頃、亡Ｂを担当するケアマネージャーから主治医意見書（Ｆ病院のＩ医師作成・平成

２１年１月２９日付け。乙１添付資料１６・１７枚目）を受領した。同意見書は、亡Ｂにつ

いて、重度の右片麻痺と言語障害が後遺し、短期記憶に問題があり、日常の意思決定を行う

ための認知能力は「見守りが必要」、自分の意思の伝達能力は「具体的要求に限られる」とし

ていた。 

  また、被告の生活相談員であるＪ（以下「Ｊ」という。）は、平成２１年６月１２日付け

アセスメントシート（乙１添付資料２１、２２枚目）を作成し、亡Ｂについて、言語は少し

不自由であるが、認知能力に問題はないこと、右上下肢に軽い麻痺があり、室内をつたい歩

きや杖で移動し、立位する際見守りを要すると記載し、更に「できると思いやろうとするか

も（移動等要注意）」との留意事項を記載した。 

  イ 被告は、平成２４年４月１日付け短期入所生活介護計画書（有効期間・平成２３年

８月１日～平成２５年７月３１日）及び平成２５年９月２３日付け同計画書（平成２５年８

月１日～平成２６年７月３１日）を作成し（甲１３）、亡Ｂの移動に関し、「杖歩行、必要に

応じて見守りし安全に移動していただく。杖を持たずに歩行する事あり、自宅での転倒も聞

いている。杖を持つよう声掛けの徹底をする。」と定めた。原告は、亡Ｂの代理人として、上

記各計画書を受領し同意した。 

  （３） ショートステイ利用開始後の亡Ｂの状況 

  ア 亡Ｂは、自宅内では杖を使用せず主に伝い歩きで移動していたが、平成２４年５月

７日、自宅内で転倒し後頭部を８針縫う怪我を負い、その後も度々自宅内で転倒した。Ｊら

被告の職員は、送迎の際などに原告から亡Ｂが自宅内で転倒した話を聞き、Ｊは、同年７月

５日、ケアマネージャーに対し、最近自宅で転倒した話をよく聞いており、施設内でも杖を

使わず移動することがあるので、声掛けと見守りを徹底させたいとの報告をした（乙１添付
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資料２４枚目）。 

  イ 亡Ｂは、平成２５年４月、Ｋ病院において進行性胃がんにより胃の３分の２を切除

し、同年５月８日に退院した。 

  同月１７日、亡Ｂにつきサービス担当者会議が開かれた。Ｊも出席し、杖歩行するよう

声掛けしており、発語も一定程度戻り話は通じている旨を報告した。この際、原告は、亡Ｂ

が新しいことを理解できなくなってきており、肺機能検査の際「吸って、はいて」との指示

が分からなかったこと、嚥下力が低下し薬を飲むのに苦労していることなどを述べた（甲９

の８）。 

  ウ 原告は、平成２５年７月、亡Ｂの要介護状態区分が要介護３から要介護２に変更さ

れたため、同年８月１日付けで区分変更申請をし、同年９月、再び要介護３との認定を受け

た。これを受けて、同月１３日、亡Ｂについてサービス担当者会議が開かれ、Ｊも出席し

た。その際、通所リハビリテーションの担当者は、杖歩行は安定しており、訓練として杖な

し歩行を行っていると報告した。原告は、右足の出が悪く不安定感があること、亡Ｂの嚥下

力が低下し、時々むせ込むこと、理解力が低下していることなどを述べた。Ｊは、通所リハ

ビリテーションでは訓練として杖なし歩行が実施されているのだと思うが、本件施設内で

は、安全を第一として杖歩行の声掛けを徹底していくと述べた（乙１・３０頁）。 

  （４） 本件施設における亡Ｂの介護の状況 

  ア 本件施設のショートステイにおいては、利用者は、毎食後に口腔ケアを行うことと

されており、被告の職員は、毎食後、利用者に対し口腔ケアを行うよう促し、口腔ケアを行

ったかを確認していた（甲６）。 

  イ 本件個室内の洗面所の状況は、別紙写真のとおりである。洗面台の高さは約７２ｃ

ｍであり、洗面台に向かって左側の壁から洗面台の中央までの距離は約４０ｃｍである。同

壁側に手すり等は設置されていない。洗面台の右側にはトイレが設置され、洗面台とトイレ

の間に洗面台とほぼ同じ高さの位置に手すりが設置されていた。本件事故当時、洗面所の中

に椅子等は置かれていなかった（乙１）。 

  ウ 亡Ｂは、本件施設において、左手で杖を使って歩行しており、居室内は伝い歩きを

することもあった。被告の職員は、亡Ｂが移動する際、遠目で見守るのみで付き添いはして

いなかった。亡Ｂは、本件施設内において、日中は居室やフロアでテレビを見たり新聞を読

んだりして過ごしていた。 

  本件施設では、一部の利用者に対しては、口腔ケアの際体を支えるなどの介助がされて

いたが、亡Ｂは、毎食後好きなタイミングで居室に戻り、一人で口腔ケアを行っていた。被

告の職員は、亡Ｂが洗面所内の左壁に左肩をもたれかけるようにしてうがいなどをしている

のを見て（乙２・１２頁）、亡Ｂに対し口腔ケアの介助は不要と認識していた。 

  （５） 本件事故前後の状況 

  ア 原告は、平成２６年４月１５日、通所リハビリテーションの担当者から、亡Ｂが入
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浴後に足に力が入らなくなったと伝えられ、従前なかった症状であったため、ケアマネージ

ャーに相談した。また、亡Ｂは、同月１８日、自宅トイレ前で左脇腹を打撲し、Ｆ病院で検

査を受けるなどした。そこで、原告は、同月２６日、送迎の際に被告職員に交付するショー

トステイ連絡表の、介護内容の希望や身体状態の変化を記載する欄に「居室にひじかけのつ

いたイスの用意をお願いします。通所リハビリで入浴後右足に力が入らず車イス使用となっ

た事が最近何度かありましたので注意お願いします。」と記載して交付した（乙１・３１

頁）。 

  イ 亡Ｂは、同月２８日に通所リハビリテーションで入浴後、また、同年５月４日に自

宅でシャワーを浴びた際も、足の脱力感が認められた。そこで、原告は、重ねて、同月３１

日に亡Ｂを本件施設に送るに当たり、ショートステイ連絡表に「居室にひじかけのついたイ

スの用意をお願いします。通所リハビリで入浴後右足に力が入らず車イス使用となった事が

何度かありましたので注意お願いします。」と記載し、被告職員に交付した（甲１５）。 

  ウ 亡Ｂは、本件事故当日、午後０時頃本件施設で昼食を摂り、食後、被告の職員から

口腔ケアを行うよう声を掛けられ、一人で本件個室に戻った。午後０時５０分頃、本件事故

が発生した。Ｊは、亡Ｂをベッドに寝かせ、亡Ｂの自宅に連絡した。原告は、同日午後５時

頃、本件施設を訪れた。 

  エ 亡Ｂは、右大腿部痛を訴えていたものの、受け入れ病院がすぐに見つからなかった

ため、その日は本件施設に宿泊し、翌日午前１０時頃、Ｇ病院に救急車で搬送された。亡Ｂ

は、検査の結果右大腿骨頸部を骨折していることが判明し、同院に入院した。なお、亡Ｂ

は、同日をもって本件施設を退所した（甲８、１６の１、乙１）。 

  （６） Ｇ病院入院中の経過 

  ア 亡Ｂは、平成２６年６月４日、Ｇ病院で人工骨頭置換術を受けた。 

  イ 亡Ｂは、術後良好とされてリハビリが行われ、平成２５年７月７日の退院までに四

点杖を使用して約２０メートル歩行する訓練に進んだものの、疲労感から体幹の支持性が低

下し前傾姿勢になりやすく、右下肢の振り出しが悪くなる状態にあった。また、指導に対し

返事していても実行できず、理解力が乏しい様子がみられた（甲５５）。退院時、亡Ｂは、移

動全介助、体動困難、自力での体位変換困難であるが、排尿は尿器にて失禁なく行うことが

でき、指示を理解し他者に意思を伝達することができると評されていた（甲４５）。 

  （７） Ｆ病院入院中の経過 

  ア 亡Ｂは、平成２６年７月８日にＦ病院に回復期リハビリテーションを受ける目的で

転院し、翌９日、要介護４の認定を受けた（甲１９）。 

  Ｆ病院では、退院日の目安を同年９月下旬とし、四点杖を使用した屋内歩行の自立とト

イレ動作の自立を目標として、リハビリを開始した。その頃の亡Ｂは、寝返りはベッド柵を

使用し軽介助、起き上がりは中等度介助、座位保持は近位見守り、立ち上がり・立位保持・

トランスファーは手すりを使用し中等度介助、歩行は四点杖等使用して中等度介助から軽介
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助で５～１０メートル程度可能であった（甲５８、６０、６１）。 

  イ 亡Ｂは、同年７月２８日、杖を取りに歩こうとして転倒し、頭部に裂創を負った

が、頭部ＣＴ検査で異常は認められなかった（甲６２・６頁）。 

  ウ Ｆ病院では、同月１９日時点の亡Ｂについて、一部介助で病棟トイレへの歩行を行

い、昼夜とも排尿は失禁なく行うことができ、失行・失認はないと評していた（甲６１）。 

  しかし、亡Ｂについて指示に対する理解の不十分さ、注意散漫さがみられるようにな

り、同年８月４日、長谷川式簡易知能評価が実施されたところ、結果は３０点中９点であ

り、レーブン色彩マトリックス検査でも、注意の分配性、持続性、選択性の著しい低下が認

められた（甲５８）。Ｆ病院は、同月１９日時点の亡Ｂについて、失行・失認があると評し

（甲６１）、同月２３日頃、Ｆ病院のリハビリ担当者は、ケアマネージャーに対し、亡Ｂがリ

ハビリ時の指示をほとんど理解できず、自分の名前やひらがなも書けない状態であると述べ

た（甲９の９）。亡Ｂは、起き上がりが同年７月１９日の全介助から同年８月１９日は一部介

助になるなど、一部には動作の向上もみられたものの、見当識の変動に伴って介助量が変動

し、同日頃は病棟トイレへの歩行も実施されなくなった（甲５８、６１）。 

  さらに、亡Ｂは、同年９月になると、便尿意を失い失禁がみられ、ボーッとして活気が

なく、体調不良を多く訴えるようになり（甲６２・１４頁以下）、同月２７日、リハビリ後意

識混濁がみられ、短時間で回復したものの、同月３０日には膀胱炎を発症した（甲５６の

１）。退院に近い頃、亡Ｂは、安静時・動作時・患側荷重時に痛みの訴えはなく、調子がよい

ときは、起き上がりは中等度介助、座位保持は近位見守り、立ち上がり・立位保持は手すり

を使用して軽介助、トランスファーは中等度介助で可能であったが、日によりムラがあり、

全ての動作において全介助になってしまう状態もみられた。また、四点杖等を使用し短距離

の歩行訓練を行っていたが、左上下肢の過剰努力と右下肢の支持性の低下に加え、全体的な

認知面の低下、指示に対する理解力の低下により介助量が多く、実用的な歩行には至らなか

った（甲５８）。なお、入院時から同年９月９日まで、食事動作は自立し、むせ込みもみられ

なかった（甲６０）。 

  エ Ｆ病院の脳外科医師は、同年１０月１日、亡ＢについてＡＤＬの低下と認知機能の

低下が進行性にみられるとして、頭部ＣＴ検査を実施したが、明らかな新しい器質病変はみ

られなかった。同医師は、アルツハイマー型認知症が疑われるとして、他の医療機関に診察

を依頼するなどし（甲５０）、退院後他の医療機関でのＭＲＩ及び脳波検査の予約を取った。

Ｆ病院の医師は、亡ＢのＡＤＬの低下は認知症によるものであると判断した上で、所定の入

院期間が満了する同月３日の退院を許可した。退院時、亡Ｂは、発熱し、昼夜ともオムツで

過ごしていた（甲５６、５７）。 

  （８） Ｆ病院退院から亡Ｂの死亡まで 

  退院後、亡Ｂは、自宅での療養を開始した。同月６日、訪問看護計画を策定するため来

訪した看護師は、亡Ｂを寝たきり状態と評した（甲５１）。 
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  亡Ｂは、同月２０日、本件施設以外の施設でデイサービスを利用中にむせ込み、Ｈ総合

病院に救急搬送され、誤嚥性肺炎と診断されて入院した。抗菌薬投与等を受けたものの、喀

痰吸引と酸素投与の継続を要する状態から脱することができず、同年１１月１９日、両側上

下肢機能全廃の症状固定の診断を受けた。また、同月２０日にも、中枢神経系等の障害によ

り全く寝たきり、脊柱障害により自動運動不可な状態で、これらの障害を平成２６年１０月

２０日頃固定したとする障害診断がされた（甲５２）。 

  亡Ｂは、そのまま回復することなく、同年１２月１８日に死亡した。死亡診断書には、

直接死因が誤嚥性肺炎、直接死因の原因が脳出血の後遺症と記載された（甲２５）。 

 ２ 争点１（被告の安全配慮義務違反の有無）について 

  （１） 上記認定の本件利用契約の内容等を踏まえると、被告は、介護事業者として、

本件利用契約に基づき、具体的に予見し得る危険について亡Ｂの生命・身体等を保護するべ

く配慮する義務を負っていたというべきである。以下、これを前提に、本件事故について被

告の上記義務違反の有無を検討する。 

  （２） 前提事実及び認定事実のとおり、亡Ｂは、平成２０年１１月２３日に発症した

脳内出血により右上肢の機能全廃及び右下肢の著しい障害を後遺し、転倒の危険を有してい

た。被告は、本件利用契約締結の当初から主治医意見書等により亡Ｂの状態を認識し、さら

に、亡Ｂが本件施設の利用を始めた後、サービス担当者会議の出席やケアマネージャー及び

原告との連絡などを通じて、実際に亡Ｂが自宅で転倒していることを知らされていた。被告

は、このような認識を踏まえて、短期入所生活介護計画、サービス担当者会議の席上及びケ

アマネージャーとの協議において、亡Ｂの転倒の危険に注意し、本件施設内で転倒しないよ

う配慮する旨を表明していたものである。 

  しかも、亡Ｂは、平成２６年４月に通所リハビリテーションにて入浴後に右足に力が入

らず車椅子を使用するなど、従前より更に転倒が危惧される状況にあり、被告の職員は、同

月２４日及び本件事故当日の同年５月３１日の二度にわたり、ショートステイ連絡表で上記

について具体的に伝えられ、改めて注意を喚起されていた。 

  以上によれば、本件事故の当日、被告は、本件施設内での亡Ｂの転倒に注意し、転倒の

防止に配慮する義務を負っていたというべきである。 

  （３） 本件事故の当日の状況をみるに、本件施設では毎食後の口腔ケアが予定されて

おり、被告の職員は、本件事故の直前も亡Ｂに対し口腔ケアを行うよう声を掛けたのだか

ら、本件個室に戻った亡Ｂが口腔ケアを行うことを予測していたと認められる。 

  ところで、亡Ｂは、従前から一人で口腔ケアを行っており、具体的には、洗面所の壁に

左肩をもたれかけるようにしてうがいをしており、被告の職員は、亡Ｂが上記のようにうが

いをするのを見ていた。ところが、そうすると亡Ｂは、壁に左肩をもたれかけて体を支えつ

つ、蛇口に左手を伸ばして水を汲み、口をゆすぎ、洗面台に水を吐き出すなどの動作をする

ことになるから、当時の亡Ｂの身体能力や洗面所内に支えになる手すりや家具がないことも
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踏まえれば、被告の職員は、亡Ｂがバランスを崩すなどして転倒することを、十分具体的に

予見し得たというべきである。 

  したがって、亡Ｂの転倒を防ぐ義務を負う被告としては、本件事故の当時、亡Ｂの口腔

ケアに付き添うか洗面所内に椅子を設置するなど、転倒を防止するための措置を講じる義務

を負っていたと認められる。それにもかかわらず、被告は、転倒を防止する措置を何ら講じ

ず、その結果本件事故が発生したのであるから、被告は、本件事故の発生について、債務不

履行（安全配慮義務）に基づく損害賠償義務を負うものと認められる。 

  （４） これに対し、被告は、亡Ｂが、本件事故までの間、本件施設内において、杖を

使用して自立歩行し、転倒したことがなく、一人で口腔ケアを行っていたことを理由に、本

件事故の具体的予見可能性がない旨主張する。 

  しかしながら、亡Ｂは口腔ケアをする際杖を使っておらず、被告の職員はそのことを知

っていたのであるから、杖の使用により転倒の危険が軽減されることを根拠に、口腔ケアを

する際の転倒の危険を否定することはできない。また、要介護者の身体の状態は日々刻々と

変動するものであり、だからこそ被告もショートステイ連絡表に身体状態の変化を記載する

欄を設けていたのであり、そして、実際に本件事故当時、亡Ｂの足の力が低下し転倒が増え

ていると伝えられていたのであるから、それまで本件施設内で転倒せず、亡Ｂが口腔ケアを

一人で行っていたからといって、本件事故の当日も亡Ｂが転倒しないと軽信してよいことに

はならない。 

  したがって、被告の上記主張は採用することができない。なお、被告は、亡Ｂが自宅で

も口腔ケアを一人で行っていたことも指摘するが、自宅の洗面所は、本件個室内の洗面所よ

りも狭く、壁にも棚が設けられており（甲６５）、亡Ｂは、理学療法士等の助言を受けた上

で、棚の凹凸を利用して体を支え、口腔ケアを行っていたのであるから（甲７０、原告本

人）、状況を大きく異にし、本件施設内での転倒の危険やその予見可能性の有無を左右しな

い。 

  （５） さらに、被告は、亡Ｂ及びその家族が口腔ケアの際の付添いや椅子の設置等を

求めていないから、被告に安全配慮義務違反はないとも主張する。 

  しかしながら、前示のとおり、被告は、介護事業者として、自らの判断により、亡Ｂの

身体等に関わる危険の有無を考え、危険を防止する措置を講じる義務を負うのであって、利

用者側から具体的な要請がなかったことを理由に、被告の安全配慮義務違反を否定し得ない

ことはいうまでもない。しかも、当時被告が転倒の危険を具体的に予見し得るだけの十分な

情報を与えられていたことは前示のとおりであるから、被告の主張は採用し得ない。 

  （６） ほかに、被告の安全配慮義務違反を左右するに足りる事情は認め難い。 

 ３ 争点２（本件事故と亡Ｂの死亡との相当因果関係の有無）について 

  （１） 原告は、亡Ｂが右大腿骨頸部骨折により手術や長期間の臥床を強いられ、身体

的・精神的ストレスから身体機能・認知機能が低下し、全身状態の悪化、ＡＤＬ及び嚥下能

コメントの追加 [原口16]: 転倒の具体的な予見可能性が

あったと認定しています。 

 

（理由） 

① そもそも脳出血の後遺症があった。 

 

② そもそも自宅で転倒していることを知らされてい

た。 

 

③ さらに転倒直前に2回、通所リハビリテーションで

車いす使用となったエピソードを家族から伝えられ、

注意喚起されていた。 

 

④ 本人はいつも壁に左肩をもたれかけて、バランス

の悪い状態で口腔ケア（うがい）をしていたが、職員

はそれを認識していた。 

コメントの追加 [原口17]: 結果回避義務として、 

 

「口腔ケアに付き添うか、洗面所内に椅子などを設置

する義務」 

を認定しています。 

 

コメントの追加 [原口18]: 被告（事業者側）の言い分

①： 

 

1人で口腔ケアできていたので転倒を予見できません。 

コメントの追加 [原口19]: 裁判所の判断①： 

 

1人でできていたからといって当日も転倒しないと軽信

してよいことにはなりません。被告（事業者側）の言

い分は通りません。 

コメントの追加 [原口20]: 被告（事業者側）の言い分

②： 

 

本人や家族が、付き添いや椅子の設置を求めなかった

ので、結果回避義務違反はありません。 

コメントの追加 [原口21]: 裁判所の判断②： 

 

介護事業者なので、求められなくてもしなければなり

ません。被告（事業者側）の言い分は通りません。 
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力の低下を招き、遂には誤嚥性肺炎を発症して死亡したと主張する。 

  亡Ｂの直接死因は誤嚥性肺炎であるところ、死亡診断書において誤嚥性肺炎の原因は脳

内出血の後遺症と診断されており、誤嚥性肺炎と本件事故との直接の因果関係は明らかでな

い。 

  もっとも、誤嚥性肺炎発症の当時、亡Ｂは全身状態が悪化し嚥下能力も低下した状態に

あり、この状態が誤嚥性肺炎の発症とその後の死亡に影響したことは否定し難い。そこで、

亡Ｂが上記の状態に至った経緯をみると、前記認定のとおり、亡Ｂは、右大腿骨頸部骨折を

負った後、本件手術とリハビリを受け、平成２６年７月１９日頃は一部介助で病棟トイレま

での歩行が実施されるなど、身体機能の相応の回復が図られていたが、同年８月頃より認知

機能が進行性に低下してＡＤＬが低下し、同年９月になると全身状態が悪化し、これに伴い

嚥下能力も低下するに至ったと認められる。したがって、Ｆ病院退院時の亡Ｂの状態は、身

体機能が回復の途についた後、急激な認知機能の低下に見舞われて陥った状態とみることが

相当である。前記認定のとおり、Ｆ病院の医師も亡ＢのＡＤＬの低下は認知機能の低下によ

るものとの判断を示していたところである。 

  （２） ところで、亡Ｂの認知機能の低下について、甲６４（意見書）には、本件事故

後の手術や長期間の入院による精神的・身体的ストレスに原因があるとの記述がある。 

  確かに、亡Ｂが本件手術や入院生活により精神的・身体的ストレスを負ったことは想像

に難くないが、前示のとおり、亡Ｂが本件手術後一時は身体機能を相応に回復させ、ずっと

寝たきり状態にあったわけではないことに加えて、本件手術後の診療録（甲５４、６２）を

見れば、そのストレスの程度が甚大であるとまでは認め難い。ところが、亡Ｂは、本件事故

の後も、本件手術やＦ病院への転院を原告と話し合って決め、リハビリに意欲を示していた

というのに（甲７０・６頁）、平成２６年８月には長谷川式簡易知能評価で３０点中９点しか

とれず、自分の名前やひらがなも書けなくなっているのであって、上記の精神的・身体的ス

トレスによりこれほどの急激な認知機能の低下がもたらされたのかは疑問である。さらに、

当時亡Ｂの様子を観察したＦ病院の医師が、甲６４に沿うような見解を有さず、むしろ、ア

ルツハイマー型認知症を疑って検査を行うなどしていたことを考慮すると、甲６４をそのま

ま採用して、亡Ｂの認知機能の低下の原因を手術や入院生活による精神的・身体的ストレス

と特定することは困難である。 

  亡Ｂの認知機能の低下については、Ｆ病院の医師が疑ったアルツハイマー型認知症、も

ともとの脳内出血の後遺症、更に平成２６年７月２８日に転倒し頭部に裂創を負ったこと

（１（７）イ）の影響なども考えられるところであるが、いずれも確定診断には至っていな

い。亡Ｂの認知機能の低下の機序は、明らかでないというほかなく、したがって本件事故と

の因果関係も認め難い。 

  （３） 以上のとおり、直接死因である誤嚥性肺炎の原因は脳出血の後遺症と診断され

ていること、亡Ｂの平成２６年１０月２０日当時の心身の状態が誤嚥性肺炎の発症とその後

コメントの追加 [原口22]: 因果関係についての原告（利

用者側）の言い分： 

 

転倒→骨折→認知機能低下→ADL低下→嚥下機能低下

→誤嚥性肺炎 
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の死亡に影響したとしても、その大きな原因であるＦ病院入院中の認知機能の低下と本件事

故との因果関係が認め難いこと、認知機能が低下する前は亡Ｂが身体機能を相当に回復させ

ていたこと、また、本件事故の当時、亡Ｂがコミュニケーションに支障なく、杖を使用して

相当の距離を歩行し、平成２５年春に胃がんを患ったほか大きく体調を崩すことなく生活し

ていたこと、亡Ｂが本件事故の当時６４歳であり高齢とまではいえないことなどを総合勘案

すると、亡Ｂが誤嚥性肺炎を発症して死亡したことと本件事故との間に相当因果関係を認め

ることは困難というべきである。 

 ４ 争点３（本件事故による亡Ｂの後遺障害の有無及び程度）について 

  原告は、亡Ｂは、本件事故前から脳内出血による後遺障害として、別表第１の第２級の

１に該当する右上下肢機能障害を有していたところ、本件事故により、遅くとも平成２６年

１０月２０日、別表第１の第１級の１に該当する後遺障害が固定した旨主張する。 

  確かに、前記認定のとおり、亡Ｂは、平成２６年１１月２０日付け診断書において、中

枢神経系等の障害により全く寝たきりであり、この障害は同年１０月２０日頃固定したと診

断されている。しかし、これは、亡Ｂが同日誤嚥性肺炎を発症し、喀痰吸引及び酸素投与の

継続が必要な状態に陥ったことを前提に診断されたものと認められるところ（甲５２）、亡Ｂ

が誤嚥性肺炎を発症したことについて、本件事故との相当因果関係が認められないことは、

前記３の説示のとおりである。 

  そして、前示のとおり、亡Ｂは、特に平成２６年８月以降急激な認知機能の低下に見舞

われる前は、本件事故前の状態に近づきつつあったのであるから（甲６４も同様の評価を示

している。）、本件事故によって、亡Ｂに本件事故前の障害以上の障害が後遺したと認めるに

足りず、これに反する原告の主張は採用することができない。 

 ５ 争点４（損害額）について 

  争点１において判断したとおり、被告は、亡Ｂが本件施設において転倒したことについ

て債務不履行（安全配慮義務）による損害賠償義務を負う。そして、当時の亡Ｂの身体の状

態や本件個室の状況に照らすと、亡Ｂが転倒して右大腿骨頸部骨折を負い、本件手術やリハ

ビリを要する事態に陥ったことについては、本件事故との相当因果関係を認めるべきであ

る。他方、争点２で判断したとおり、亡Ｂが誤嚥性肺炎を発症して死亡したことについて、

本件事故との相当因果関係は認められないから、原告の主位的請求に係る損害の主張は認め

られない。以下、原告の予備的請求に係る損害について検討する。 

  （１） 亡Ｂの損害 

  ア 治療関係費 １２万２６１６円 

  亡Ｂは、右大腿骨頸部骨折の治療のため、平成２６年６月１日から同年７月８日までＧ

病院に、同日から同年１０月３日までＦ病院に入院し、Ｇ病院に対し２万５３４０円、Ｆ病

院に対し９万７２７６円を支払った（甲２６、２７）から、上記合計１２万２６１６円は本

件事故と相当因果関係のある損害と認められる。なお、Ｆ病院入院中の亡Ｂの認知機能の低

コメントの追加 [原口23]: 因果関係についての裁判所の

判断： 

 

転倒→骨折→認知機能低下→ADL低下→嚥下機能低下

→誤嚥性肺炎→死亡という流れのうち、 

 

「認知機能低下」は、脳出血の後遺症や認知症による

ものである可能性があり、「骨折→認知機能低下」とい

う流れはその機序が明らかでない。 

 

よって、原告（利用者側）の言い分は認められない。 
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下につき本件事故との因果関係は認められないが、Ｆ病院に入院の当初、退院日の目安を平

成２６年９月下旬、最終目標を四点杖による屋内歩行の自立及びトイレ動作の自立とされて

いたことに鑑みると、認知機能の低下がなければ入院期間が短縮された可能性があるとはい

えず、上記費用の全部を本件事故による損害と認めるべきである（同年１０月３日の投薬料

（甲２７の４）は、本件事故との因果関係に疑義があるが、自己負担分がなく上記に含まれ

ていない。）。 

  イ 入院付添費 

  証拠（甲６６、６７、７０、原告本人）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、亡ＢがＧ

病院とＦ病院に入院していた間、ほぼ毎日亡Ｂを見舞い、食事の時間に間に合う時は介助を

したり、洗濯物を持ち帰ったり、リハビリの見学をしたり、病院からリハビリについて説明

を受けたり、病室で亡Ｂが左腕を動かす訓練をするのを手伝ったりしたと認められる。 

  しかし、診療録（甲５３、５４、５７、６２）からうかがわれるＧ病院及びＦ病院の看

護体制にも照らせば、上記の付添いについて必要性があるとまではいえず、亡Ｂが本件事故

の前から右上肢の機能全廃及び右下肢の著しい障害の後遺症を負い、原告ら近親者により随

時の介護を受けていたことも併せ見れば、本件事故により亡Ｂに付添費に相当する損害が発

生したとは認められない。 

  ウ 入院雑費 １６万２５００円 

  入院１２５日間につき、入院雑費は、日額を１３００円と認めるのが相当である。した

がって、入院雑費は１６万２５００円（日額１３００円×１２５日）である。 

  エ 慰謝料 ２５０万円 

  原告は、本件事故による入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料として、それぞれ１８７万円

と１０００万円が相当であると主張する。 

  争点３で判断したとおり、亡Ｂが本件事故によって別表第１の第１級の１に該当する後

遺障害を負ったとは認められないから、亡Ｂについて後遺障害慰謝料は認められない。他

方、亡Ｂは本件事故により右大腿骨頸部骨折の傷害を負い、本件手術を受けるとともにＧ病

院及びＦ病院でのべ約４か月にわたる入院治療を余儀なくされた。そして、Ｆ病院における

回復期リハビリテーションの最終目標は四点杖による屋内歩行の自立及びトイレ動作の自立

にとどめられていたから、仮に亡Ｂが認知機能の低下に見舞われなかったのだとしても、本

件事故前のように杖（ステッキ）により屋内歩行が自立するまでには、Ｆ病院退院後更に時

間を要したものと推認することが相当である。 

  以上を踏まえて、亡Ｂの年齢、本件事故前の身体の状態や生活状況、本件事故後の治療

経過、右大腿骨頸部骨折の予後等一切の事情に鑑みると、本件事故と相当因果関係のある亡

Ｂの慰謝料の額は、２５０万円と認めるのが相当である。 

  （２） 原告固有の慰謝料 

  原告は、本件事故によって亡Ｂが寝たきり状態になったことで、自身は、亡Ｂの死亡に

コメントの追加 [原口24]: 入通院慰謝料として250万円

が認められています。死亡慰謝料、後遺障害慰謝料は

認められていません。 
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比肩するほどの精神的苦痛を受けたから、固有の慰謝料として５００万円が相当であると主

張する。 

  しかしながら、本件利用契約の当事者でない原告が、被告による本件利用契約上の債務

不履行により固有の慰謝料請求権を取得するとは解し難いから（最高裁昭和５５年１２月１

８日第一小法廷判決・民集３４巻７号８８８頁参照）、原告固有の慰謝料は認められない。 

  （３） 被告は、上記の損害について過失相殺をすべきであるとの明示的な主張をして

いないものの、被告の主張の中には、亡Ｂやその家族が、被告に対し、口腔ケアの際の付添

いや椅子の設置等を求めず、亡Ｂのプライバシーを尊重して必要以上の介入をしないよう要

望したなどと指摘する部分があるので、過失相殺の要否を検討する。 

  まず、亡Ｂ及びその家族が、被告に対し、亡Ｂに必要以上の介入をしないよう要望した

ことを認めるに足りる的確な証拠はない。 

  次に、亡Ｂ及びその家族が、被告に対し、口腔ケアの際に亡Ｂに付き添うことや椅子を

設置することなどを求めていないことは、当事者間に争いがない。しかし、当時の亡Ｂの認

知能力及び身体能力、原告が被告に対し二度にわたりショートステイ連絡表で注意を喚起し

ていたこと、被告が亡Ｂに対しその能力に応じた短期入所生活介護の提供を約した介護事業

者であること、被告は亡Ｂが不安定な姿勢で口腔ケアを行っているのを知っていたことなど

を考慮すると、本件事故により亡Ｂが被った損害について、過失相殺をすべきものとは解さ

れない。 

  （４） 以上によれば、亡Ｂに生じた損害は、治療関係費１２万２６１６円、入院雑費

１６万２５００円及び慰謝料２５０万円の合計２７８万５１１６円と認められ、原告は、亡

Ｂの被告に対する上記損害賠償請求権の２分の１を相続し、残り２分の１を子らから無償譲

渡された。そして、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、２８万円と認めるのが相

当である。 

  したがって、原告が被告に対し賠償を請求し得る損害の額は、３０６万５１１６円と認

められる。 

第４ 結論 

  よって、原告の主位的請求は棄却することが相当であり、原告の予備的請求は、３０６

万５１１６円及びこれに対する請求日の翌日である平成２８年１月３０日から支払済みまで

民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容

し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

 

コメントの追加 [原口25]: 過失相殺（原告（利用者側）

が付き添いや椅子の設置を求めなかった）については

否定されています。 

 

（理由） 

① 原告（利用者側）は被告（事業者側）に転倒につ

いて注意喚起していた。 

 

② 被告（事業者側）は介護事業者。 

 

③ 被告（事業者側）は利用者が不安定な姿勢で口腔

ケアをしているのを認識していた。 


